
 

 

令和６年度公益財団法人矯正協会事業報告  

 

第１ 事業の実施状況 

１ 矯正活動に関する調査・研究・資料収集及び普及啓発 

（１）矯正図書館 

ア 収集した図書・雑誌・論文記事やデジタル化した資料等のデータベース

化を進めた。これらを含む総データ件数は、約２１７，０００件（前年度

約２１０，０００件）となった。また、インターネットで検索可能なオン

ライン文献目録（ＯＰＡＣ）データ数は、一般利用者用約１０７，０００

件（前年度約１０２，５００件）、矯正職員用約１１６，０００件(前年度

約１１１，０００件)であり、データは随時更新した。 

イ 閲覧・貸出・複写・レファレンス（相談）等のサービスの利用状況は、

利用者数３９７人（前年度４３６人)、出納冊数１，４４８冊(前年度１，

４４０冊)、複写件数１，１６９件（前年度１，０８６件)、レファレンス

件数３２件（前年度３３件)であった。 

ウ ホームページで資料調査に役立つコンテンツを提供するとともに、Ｓ

ＮＳを利用して、新着の文献や刑事政策の新たな動向などについて、継続

的に情報発信を行った。 

エ 所蔵する歴史的資料の保護のため、「北海道名誉作業班綴」等の修復・

デジタル化などの保存対策を行った。 

オ 来館せずに利用できる電子図書館の蔵書数については、令和６年度は

新たに登載することとなった当館独自のデジタル化資料も含めて、２８

冊を追加し１５８冊となった。 

（２）国際交流 

ア 中国監獄工作協会との相互交流事業については、中国側代表団が訪日

予定であったが、同協会の諸事情により次年度に延期することとした。 

イ 韓国矯正学会との相互交流事業については、同学会会長ほか４人が訪

日し、矯正施設等の訪問、矯正協会未来フォーラムでの同学会員の講演等

を行い、交流を深めた。 

ウ ストックホルム犯罪学賞事務局及びアジア太平洋矯正局長等会議に資

金支援を行った。また、当協会発行の「刑政誌」と大韓民国矯正協会発行

の「矯正誌」や「刑法雑誌」（ドイツ・マックス・プランク外国・国際刑

事法研究所）等との交換により、矯正や刑事政策に関する情報の交流を行

った。 

（３）出版活動 

   以下のとおりの出版等を行った。 

ア 「矯正職員のためのリフレクティング・プロセス」３，０００部発行 



 

 

イ 「矯正職員のための動機づけ面接（ＭＩ―Ⅳ準拠版）」 

                         ３，０００部発行 

ウ 「保安執務資料第２０号」           １，６００部発行 

エ 「矯正教育学」                ３，０００部増刷 

オ 「矯正心理学」                ３，０００部増刷 

カ 「刑事政策入門」               ３，０００部増刷 

キ 「成人矯正法」                ２，０００部増刷 

ク 「刑務官必携」                ２，０００部増刷 

ケ ＰＩＳＥ入力用紙              ３０，０００部増刷 

コ ＰＩＳＥ出力用紙              ３０，０００部増刷 

（４）広報活動 

   全国矯正展（全国刑務所作業製品展示即売会）は前年に引き続き東京国際

フォーラムにおいて開催した。また、ＳＮＳ（Ｘ、インスタグラム、フェイ

スブック）や各種広報資料等を活用し、広報活動の充実に努めた。 

（５）研究活動 

前年度に実施した「受刑者の犯罪からの離脱プロセスにおいて刑務作業

が及ぼす影響に関する研究」、「北海道開発名誉作業班における地域社会と

の関わりについての研究」及び「少年鑑別所における法務教官の支援技法に

関する研究」等の成果を掲載し、紀要「矯正研究」第７号を発行した（発行

部数８００部）。 

また、令和６年度を通じ、「効果的な矯正処遇に資する刑務官の実践知に

関する研究」、「刑務所に対する一般市民の認識に関する調査研究」及び「被

害者支援団体の現状及び矯正施設の処遇とのかかわりに関する研究」等を

実施するとともに、大学研究者、法務省矯正局の実務担当者等に法務教官、

ダイナミック・セキュリティ（動的保安）又はオープンダイアローグ等に関

する寄稿論文を依頼した（これらの成果は紀要「矯正研究」第８号として発

行予定）。 

２ 矯正活動に対する支援助成 

（１）矯正活動に対する支援 

ア 被収容者に対する支援 

（ア）被収容者の矯正教育用の器材・図書その他の用品の整備、特別活動、

宗教行事等の実施に要する費用の支援を行った。 

(イ) 受刑者能力検査（ＣＡＰＡＳ）の技術及び用紙を提供した。 

ａ ＣＡＰＡＳ能力検査Ⅰ           １０，０００部増刷 

ｂ ＣＡＰＡＳ能力検査Ⅱ          １０，０００部増刷 

ｃ ＣＡＰＡＳ学力検査国語Ⅰ         ５，０００部増刷 



 

 

（ウ）被収容者居室用カレンダーとして前期分（１月～６月）５９，３４９

部、後期分（７月～１２月）５９，７８３部、計１１９，１３２部を矯

正施設に提供した。 

イ 矯正施設に対する支援 

  （ア）矯正施設の安定的な運営のための支援として次の行事等に対して支

援を行った。 

a  大阪刑務所モデル事業協定締結式 

b  豊ケ岡学園廃庁に伴う記念誌発行 

c  全国殉職矯正職員顕彰碑等慰霊祭 

  （イ）保安無事故表彰、作業表彰等、国の表彰に伴う支援を行った。 

ａ 法務大臣から保安表彰を受けた施設２３庁（札幌刑務所ほか） 

ｂ 矯正局長から永年無事故支所表彰を受けた施設３庁（新宮拘置支

所ほか） 

ｃ 矯正管区長から表彰を受けた施設７２庁（鳥取少年鑑別支所（広島

少年鑑別所）ほか） 

  ウ 矯正職員に対する支援 

（ア）矯正職員の執務上の参考及び教養向上のための機関誌「刑政」誌を毎 

月２４，２００冊発行し、会員に配布するとともに、広報資料として、 

図書館、大学、研究機関、保護関係機関等に送付した。また、篤志面接 

委員、教誨師、検察・司法関係者、学識経験者等の購入希望にも応じた。 

  （イ）矯正職員の職務能力向上のため、次の支援を行った。 

ａ 矯正研修所における任用研修課程(高等科、中級管理科、中等科・

応用科、初等科及び基礎科)における成績優秀者３１６人の表彰 

ｂ 同上研修(初等科及び基礎科を除く。)の研修員４１６人に対する

研修教材等の購入に充てることを目的とした図書カード贈呈 

ｃ 東日本矯正医療センター准看護師養成研修における成績優秀者の

表彰及び同研修員への記念品贈呈 

ｄ 矯正事業に功績のあった矯正職員７９人に会長祝詞と副賞を贈呈 

（ウ）次の研修教材等を新採用職員１，０６１人に提供した。 

研修教材「成人矯正法」、同「少年矯正法」、同「矯正心理学」、同「矯

正教育学」、同「矯正社会学」及び同「刑事政策入門」 

（エ） 矯正職員の武道奨励等のため、全日本規模の選手権試合等に出場し

た１２人の職員を支援した。 

  （オ）矯正協会未来フォーラムは、広く情報を提供する趣旨から講演場面を

収録・編集した動画を限定せずに公開する方式で２回、限定公開方式で

１回実施した。 



 

 

矯正技法講習会については、昨年度に引き続き、動機づけ面接ワーク

ショップ（初級、中級、上級各コース別）、箱庭療法研修会及び同療法

事例検討会を実施し、さらに新規でリフレクティングワークショップ

を２回実施した。 

エ 刑務所作業提供事業 

（ア）刑事施設においては、引き続く就業人員の減少や就業時間の短縮等に

よる生産力の低下、原材料費の高騰等に伴い、事業部作業を取り巻く厳

しい状況が続く中、刑務作業の安定的運営に寄与するため、年間を通し

て約４，２００～４，３００人分（全就業人員に占める割合は約１３～

１４％）の作業量を提供し、相応の事業規模を維持することに努めた。 

（イ）矯正展・即売会の積極的な開催、新たな催事場所の開拓及び委託販売

の拡充を図り、令和６年度の矯正展・即売会の実施回数は１，２８０回

（前年度１，２４１回）、売上高は６億８，７７４万円（前年度６億３，

９２５万円。以下、金額は税込。）となった。 

     また、昨年１１月に開催した全国矯正展（全国刑務所作業製品展示即

売会）は、前年に引き続き東京国際フォーラムで開催し、来場者数は３

万５，７８７人（前回２万５，６１９人）、事業部売上は３，８１２万

円（前回３，０５９万円）と伸び、大きな成果を上げることができた。 

（ウ）刑務所作業製品のインターネット販売について、事業部が運営する

「ｅ－ｓｈｏｐ」、フリマサイト「メルカリ」に加え、新たに外部の通

販サイト「ヨドバシ・ドット・コム」での販売を開始し、これらオンラ

インショップにおける令和６年度の売上高は３，４５８万円（前年度２，

６５２万円）となった。 

（エ）外部専門家のインダストリアルデザイナーを講師に迎え、国から推薦

のあった２人の作業専門官（革工及び洋裁）が参加して、全５回の製品

開発研究会を実施し、若者世代（Ｚ世代）の顧客獲得という観点から、

研究テーマを「若者で流行しているレトロブームを取り入れた製品」と

して製品を企画・開発した。 

（オ）作業専門官の製品開発能力等の向上を図るため、外部講師を招へいし、

全国の１２人の革工（靴）担当技官等の参加により、２日間にわたり、

講義、工場等見学によるスキルアップ研修を実施した。また、製品開発

短期セミナーでは、これまで実施した講演動画配信をＹｏｕＴｕｂｅ

で視聴する方式で実施し、計１０９人が視聴した。 

（２）助成 

  ア 助成（応募型） 

刑務所作業製品の売上額の一部をもって、申請のあった犯罪被害者支

援団体（あひる一会、ＮＰＯ法人犯罪被害者当事者ネットワーク緒あしす、



 

 

ＮＰＯ法人いのちのミュージアム、被害者が創る条例研究会、犯罪被害者

団体ネットワークハートバンド及び一般社団法人エシカルプラスの６団

体）に助成した。助成額は、平成１７年度から令和６年度まで累計８，５

００万円である。 

  イ 助成（その他） 

日本矯正教育学会、日本犯罪心理学会、日本特殊教育学会、全国教誨師

連盟、全国篤志面接委員連盟、日本精神保健福祉連盟及び日本栄養士会に

助成した。 

３ 会員福祉事業 

（１）永年勤続の現職会員１，７１３人（１０年勤続者６６９人、２０年勤続者

６８２人、３０年勤続者３６２人）を表彰し、記念品を贈呈した。 

なお、本年３月５日（水）、ＫＫＲホテル東京において、法務大臣等来賓

列席の下、３０年永年勤続の代表者６０人に対する表彰式を挙行するとと

もに、同日、天皇陛下に拝謁し、お言葉を賜った。 

（２）令和６年度春・秋の叙勲受章の会員に対して、会長祝詞と記念品を贈呈し

た。 

（３）矯正職員退職者で５年以上勤務の会員７２４人に対して、退職慰労金を贈

呈し、うち２０年以上勤続の退職者５３５人に対しては、退職慰労金のほか

記念品を贈呈した。 

（４）会員４８７人に対して結婚の祝意、会員２５人に対して死亡の弔慰を表し

た。 

（５）会員２５３人に対して職務上負傷等に係る見舞状を添え見舞金を贈呈し

た。 

（６）難病に罹った会員（会員の扶養親族を含む。）１２人に対して、見舞金を

贈呈した。 

（７）会員への助成として次の事項を実施した。 

ア 会員手帳の贈呈 

イ 新入会者に対する「刑務官必携」、「矯正協会のしおり」、「新採用職員の

しおり」及び鍵ひも等の贈呈 

ウ 結婚祝い品の贈呈 

エ 長期会員への記念品の贈呈 

４ 保険料集金事務受託事業 

現職矯正職員及び退職矯正職員の福利厚生に資するため、損害保険会社２

社との契約による団体扱い自動車保険料等の集金事務受託事業を行った（加

入件数４，６５５件）。 

第２ 運営体制の充実を図るための取組 

 １ 役員等を対象とした研修会の実施 



 

 

   令和６年１０月１日、新たな矯正処遇を開始した市原青年矯正センター

を見学し、取り組みの状況及び課題等について研修を行った。 

 ２ 研究活動におけるコンプライアンスの明確化 

   当協会における研究活動について、新たに、「公益財団法人矯正協会研究 

倫理綱領」及び「公益財団法人矯正協会研究実施ガイドライン」を制定した。 

３ 職員の執務環境等の向上 

  職員の執務環境及び業務能率の一層の向上につなげることを目的として、 

業務の都合により休憩時間を繰り上げ等行えるように、職員就業規則の一部 

改正を行った。 

４ 組織の統合 

刑務作業協力事業部の組織の合理化及び柔軟な組織運営を図ることを目

的として、「業務第一課」と「業務第二課」を統合し、「業務課」とした。 

５ スキルアップ研修の実施 

地方事務所業務員の事務処理能力の向上と情報共有を図るため、札幌及

び福岡地区において「スキルアップ研修」を実施した（他の地区については、

令和７年度に実施予定）。 

第３ 附属明細書の省略 

  事業の実施状況及び運営体制の充実を図るための取組は以上のとおりで 

あるが、令和６年度事業報告は、本文にて事業等を詳細に説明していること 

から、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条第 

３項に規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」は不要につき、附 

属明細書は作成しない。 

 

 


